
議案第３０号  

   平成２８年度大口町一般会計予算 

 平成２８年度大口町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，０５０，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （繰越明許費）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１３条第

１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 

繰越明許費」による。

 （地方債） 

第３条 法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３

００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

平成２８年３月２日提出 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博 
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第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

　歳　入
（単位：千円）

　 款 　　 項 　　 　 金 　 　 額 　 　　

  1 町税 5,020,264

  1 町民税 2,012,200

  2 固定資産税 2,770,164

  3 軽自動車税 47,900

  4 町たばこ税 190,000

  2 地方譲与税 75,000

  1 地方揮発油譲与税 22,000

  2 自動車重量譲与税 53,000

  3 利子割交付金 3,200

  1 利子割交付金 3,200

  4 配当割交付金 15,000

  1 配当割交付金 15,000

  5 株式等譲渡所得割交付金 2,000

  1 株式等譲渡所得割交付金 2,000

  6 地方消費税交付金 540,000

  1 地方消費税交付金 540,000

  7 自動車取得税交付金 20,000

  1 自動車取得税交付金 20,000

  8 地方特例交付金 16,000

  1 地方特例交付金 16,000

  9 地方交付税 12,500

  1 地方交付税 12,500



2－ －

（単位：千円）

　 款 　　 項 　　 　 金 　 　 額 　 　　

 10 交通安全対策特別交付金 5,600

  1 交通安全対策特別交付金 5,600

 11 分担金及び負担金 30,954

  1 負担金 30,954

 12 使用料及び手数料 136,319

  1 使用料 115,560

  2 手数料 20,759

 13 国庫支出金 576,798

  1 国庫負担金 480,631

  2 国庫補助金 79,426

  3 委託金 16,741

 14 県支出金 575,669

  1 県負担金 215,539

  2 県補助金 321,497

  3 委託金 38,065

  4 県交付金 568

 15 財産収入 4,013

  1 財産運用収入 4,012

  2 財産売払収入 1

 16 寄附金 1,151

  1 寄附金 1,151

 17 繰入金 481,353
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（単位：千円）

　 款 　　 項 　　 　 金 　 　 額 　 　　

  1 基金繰入金 481,352

  2 特別会計繰入金 1

 18 繰越金 100,000

  1 繰越金 100,000

 19 諸収入 234,179

  1 延滞金、加算金及び過料 3,000

  2 貸付金元利収入 45,000

  3 雑入 185,979

  4 町預金利子 200

 20 町債 200,000

  1 町債 200,000

　 　 歳 入 合 計 　 　 8,050,000
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　歳　出
（単位：千円）

　 款 　　 項 　　 　 金 　 　 額 　 　　

  1 議会費 133,186

  1 議会費 133,186

  2 総務費 1,098,916

  1 総務管理費 860,105

  2 徴税費 163,590

  3 戸籍住民基本台帳費 49,857

  4 選挙費 14,548

  5 統計調査費 968

  6 監査委員費 9,848

  3 民生費 3,032,381

  1 社会福祉費 1,351,067

  2 児童福祉費 1,681,214

  3 災害救助費 100

  4 衛生費 772,783

  1 保健衛生費 448,779

  2 清掃費 324,004

  5 労働費 4,267

  1 労働諸費 4,267

  6 農業費 135,174

  1 農業費 135,174

  7 商工費 157,107

  1 商工費 157,107
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（単位：千円）

　 款 　　 項 　　 　 金 　 　 額 　 　　

  8 土木費 1,140,570

  1 土木管理費 79,724

  2 道路橋りょう費 289,708

  3 河川費 31,215

  4 都市計画費 730,483

  5 住宅費 9,440

  9 消防費 436,169

  1 消防費 436,169

 10 教育費 882,666

  1 教育総務費 92,000

  2 小学校費 153,453

  3 中学校費 91,602

  4 学校給食費 199,716

  5 社会教育費 224,852

  6 保健体育費 121,043

 11 災害復旧費 1

  1 公共公用施設災害復旧費 1

 12 公債費 241,779

  1 公債費 241,779

 13 諸支出金 1

  1 普通財産取得費 1

 14 予備費 15,000
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（単位：千円）

　 款 　　 項 　　 　 金 　 　 額 　 　　

  1 予備費 15,000

　 　 歳 出 合 計 　 　 8,050,000
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第 ２ 表  繰 越 明 許 費 

款 項 事 業 名 金  額 

３ 民生費 １ 社会福祉費 
住宅改修費助成 

事業 

千円

２，０００

７ 商工費 １ 商工費 環境共生事業 ６，０５７
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第 ３ 表  地 方 債 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利   率 

北保育園建設事業債

千円 

２００，０００ 普 通 貸 借 

１．５％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れる

政府資金について、利率の

見直しを行った後において

は、当該利率見直し後の利

率） 

計 ２００，０００   
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償 還 の 方 法 

  政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者

と協定するものによる。 

  ただし、町財政の都合により据え置き期間を短縮し、又は繰上償還することが

できる。 


